
新しい年がスタートしました。冬休みはどんなことをして過ごしましたか？今年も大きなけがや病気なく、

みなさんが元気に過ごせますように。今年もよろしくお願いします。

【解熱した後２日を経過するまで】のわけ

インフルエンザに感染したあと、１～3日の潜伏期間後に急
激に発熱し発症します。ウィルスに感染した人から発症前1日、
発熱中、解熱後2日程度はウィルスが体の外に放出されていま
す。そのため、「解熱したあと２日を経過するまで」が出席停止
期間となります。

【発症した後５日を経過するまで】のわけ

インフルエンザ治療薬を服用すると、ウィルスが体内に残った
ままでも熱が下がることがあります。この場合、解熱して2日経
過していたとしても、感染力が残ったままとなります。そのため、
「発症したあと5日を経過するまで」が出席停止期間となります。

インフルエンザの出席停止期間 覚えていますか？
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この2・3年、大きな流行がなかったインフルエンザ。昨年11月

から市内の小中学校でも感染者が出てきています。12月には、埼

玉県内の高校でインフルエンザによる学級閉鎖もありました。

これから3年生は、進路を決めるための大事な時期になります。

2年生は、修学旅行があります。1年生は校外学習に向けての取り

組みが始まります。毎日の手洗いや生活習慣（休養・食事・運動）

など、油断せずに予防を心がけてください。

【インフルエンザの出席停止期間 】




